
 

 

 

 

 

 

 

 

「 竹 島 の 日 」 記 念 式 典 

竹島・北方領土返還要求運動県民大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和８年２月２２日（日）１３：３０～１５：５０ 

 

会 場  島根県民会館 中ホール （松江市殿町１５８） 

 

 

 

主 催 

島根県 ／ 島根県議会 ／ 竹島・北方領土返還要求運動島根県民会議 



◇ 「竹島の日」記念式典 

 

○ 主催者あいさつ 

島根県知事 

竹島・北方領土返還要求運動島根県民会議会長（島根県議会議長） 

 

〇 地元代表挨拶 

 

 

○ 来賓挨拶 

 

 

○ 来賓紹介 

 

 

○ 感謝状の贈呈（別紙参照） 

 

 

○ 特別決議（別紙参照） 

 

 

《舞台転換》（１０分） 

 

 

○ 講演会 

（１）藤井
ふ じ い

 賢二
け ん じ

 氏 

島根県竹島問題研究顧問、第２期～第５期島根県竹島問題研究会委員 

（演題）竹島問題についての日本の発信と韓国の反応 

 

（２）下條
しもじょう

 正男
ま さ お

 氏 

島根県竹島問題研究特別顧問、第１期～第５期島根県竹島問題研究会座長 

（演題）歴史学と国際法の竹島問題 



《講師プロフィール》 

 

 

〇 藤井 賢二 氏 

島根県竹島問題研究顧問 

第２期～第５期島根県竹島問題研究会委員 

昭和 30(1955)年生まれ。島根県吉賀町出身。広島大学卒業、兵庫教育大学大学院修

士課程修了。兵庫県の公立高校教員として平成26(2014)年まで勤務。 

専門は近現代日朝・日韓関係史。著作に、『竹島問題の起原-戦後日韓海洋紛争史-』

（ミネルヴァ書房）、「サンフランシスコ平和条約における竹島の取り扱いについて」

（『島嶼研究ジャーナル』第10巻１号）、「新局面を迎えた「太政官指令」問題研究」

（『第５期「竹島問題に関する調査研究」中間報告書』）、「戦後日本と竹島問題‐

中川秀政氏の遺した資料による検討‐」（『第５期「竹島問題に関する調査研究」最

終報告書』）等。 

 

 

〇 下條 正男 氏 

島根県竹島問題研究特別顧問 

第１期～第５期島根県竹島問題研究会座長 

昭和 25(1950)年生まれ。長野県出身。國學院大學大学院博士課程修了。昭和58(1983)

年韓国三星綜合研修院主任講師、市立仁川大学校客員教授を経て、平成10(1998)年帰

国。翌年拓殖大学国際開発研究所教授、平成12(2000)年同大学国際開発学部アジア太

平洋学科教授に就任、令和 3(2021)年 3 月拓殖大学退官。同年 4 月島根県立大学客員

教授と東海大学客員教授、6月拓殖大学名誉教授に就任。現在に至る。 

専攻は日本史。著書に『日韓・歴史克服への道』(展転社)、『竹島は日韓どちらの

ものか』(文春新書)、『竹島 VS 独島 日本人が知らない「竹島問題」の核心』（ワニ

ブックスPLUS新書）等。 



～～～～～～～～～～～～～～～～  メ モ 欄  ～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



竹島の領土権の早期確立を求める特別決議（案） 

 
 
竹島は歴史的にも国際法的にも、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する我が国固有

の領土である。 

しかしながら、韓国が竹島を不法占拠してから、７０年以上が経過した。 

こうした中、韓国側は、たび重なる政府・国会関係者の竹島への上陸や、竹島周

辺海域での防衛訓練、海洋調査、各種施設の建設など、あらゆる方策を立てて、竹

島占拠を既成事実化しようとする動きを強めてきた。 

こうした韓国側の動きに歯止めをかけ、そして竹島問題の一日も早い平和的解

決を図るためには、日本政府の毅然とした姿勢による外交交渉とそれを後押しす

る力強い国民世論が必要である。 

ついては、竹島の領土権の早期確立を求めるため、政府に対し、以下の７点につ

いて実現を強く要望する。 

 

１．政府が主体となって、国民世論の啓発や国際社会への情報発信などを積極的に

展開すること。また、竹島問題をはじめ領土問題の国民への理解浸透を図るた

め、全国各地での啓発展示等の取組を拡大すること。 
 
２．竹島に関する研究機関を設置するなど研究体制を強化し、調査や資料の収集・

保存、竹島問題をはじめ領土問題の若手研究者の育成などを積極的に展開する

こと。また、島根県が実施する竹島問題の調査・研究について必要な支援を行う

こと。 
 
３．竹島の不法占拠を既成事実化しようとする韓国側の動きに対して毅然とした

姿勢で対応し、国際社会へ我が国の立場を強く訴えること。また、韓国との外交

交渉の進展が一向に見られない状況の打開に向け、国際司法裁判所への単独提

訴を含め新たな展開を図ること。 
 
４．国民世論の啓発のために、北方領土と同様に、「竹島の日」の閣議決定や政府

主催による「竹島の日」式典の開催を早期に行うこと。 
 
５．竹島問題や国境離島に関する啓発施設を隠岐の島町に設置すること。 
 
６．近年、竹島関連資料が新たに発見されていることから、参考資料やそれを活用

した事例を取りまとめたＷｅｂページの充実、児童生徒用教材や教師用指導資

料の作成・配付等により、学校教育において、竹島問題が正しく積極的に取り扱

われるよう取組を強めること。 
 
７．竹島の領土権を確立し、排他的経済水域（ＥＥＺ）の境界線を画定することに

より、暫定水域の撤廃を図ること。 
 

以上、決議する。 
 

令和８年２月２２日 
 

第２１回「竹島の日」記念式典、竹島・北方領土返還要求運動県民大会 

島根県 

島根県議会 

竹島・北方領土返還要求運動島根県民会議 


